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【平成30年分用】

固定資産(土地や建物など)を交換した場合の特例チェックシート・所法58条

住　所         氏　名

☆　「はい」「いいえ」を○で囲みながら進んでください。
☆　あなたが交換により譲渡した資産を「資産Ａ」、あなたが交換により取得した資産を「資産Ｂ」として表示
   しています。

１
資産Ａは、土地・建物などの固定資産ですか？
(注）　例えば、あなたが不動産業者の場合、販売目的で所有していた土地や建物などは
     特例の対象となりません。
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２
あなたは資産Ａを１年以上所有していましたか？
(注）　あなたが資産Ａを相続、遺贈又は贈与により取得している場合は、被相続人、遺贈
　　者又は贈与者が資産Ａを取得した日から判定します。

３
資産Ｂは、土地・建物などの固定資産ですか？
(注)　例えば、相手方が不動産業者の場合、販売目的で所有していた土地や建物などは
    特例の対象となりません。

４
相手方は資産Ｂを１年以上所有していましたか？
(注)　交換を行うために取得したものは対象となりません。

５

特 例 の 適 用 を 受 け る こ と が で き ま す

☆　この「チェックシート」は、確定申告書に添付して提出してください。

〔種類の判定〕　資産Ａと資産Ｂは同じ種類の資産ですか？
　《例》　　　〈資産Ａ〉　　　　　　　　　　　　　   〈資産Ｂ〉
　　　　　　土地　　　　　　　　　　　　　　　　　土地
　　　　　　借地権(底地)　　　　　　 　　　　　底地(借地権)
　　　　　　建物　　　　　　　　　　　　　　　　　建物

６

〔用途の判定〕　交換後、あなたは資産Ｂを資産Ａの交換直前の用途と同じ用途に供しま
　　　　　　　　  したか？
《例》

(注)　店舗兼事務所は店舗用、事務所用いずれかに
　　利用していたものとして取り扱うことが可能です。

７
資産Ａの時価と資産Ｂの時価の差額が、これらの時価のうち高い金額の20％以下ですか？
(注)　例えば、土地・建物と土地・建物を交換した場合、それぞれ同じ種類ごとに判定し
     ます(土地と土地、建物と建物)。
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